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1.犬猫等が病気や怪我の終末期で強い苦痛があると判断された場合
2.動物園動物が病気や怪我の終末期で強い苦痛があると判断された場合

3.犬猫等が人間に攻撃的であるなど日常的な管理や世話が難しい場合
4.犬猫等が、人身事故を発生させた場合

5.動物園の動物が、人身事故を発生させた場合
6.野生動物が、人身事故を発生させた場合

7.野生動物が、人身事故を発生させる可能性がある場合
8.犬猫等が人獣共通感染症を媒介するなど人間を守る必要がある場合

9.動物園の動物が人獣共通感染症を媒介するなど人間を守る必要がある場合
10.野生動物が人獣共通感染症を媒介するなど人間を守る必要がある場合
11.犬猫同士の伝染病が発生し感染や被害の拡大をとめる必要がある場合

12.動物園で動物の伝染病が発生し感染や被害の拡大をとめる必要がある場合
13.野生動物同士の伝染病が発生し感染や被害の拡大をとめる必要がある場合

14.家畜同士の伝染病が発生し感染や被害の拡大をとめる必要がある場合
15.犬猫等の数が施設内で増えすぎていて管理や世話が困難な場合

16.動物園の動物の数が施設内で増えすぎて管理や世話が困難な場合
17.野生動物が、農作物や家屋への被害を発生させた場合

18.外来種の動物が、日本固有の希少種や生態系を脅かす場合
19.動物実験に利用する場合

20.人間が動物の肉を食べる場合
21.他の動物の餌、飼料として利用する場合

22.病気の動物の治療や世話に、十分な労力をかけられない場合
23.病気の動物の治療に、想定外の高額な費用が掛かる場合

Q5.以下のような場合に，動物の命を絶つことを許容できますか？（一般市民3311人）

許容できる ある程度許容できる どちらとも言えない あまり許容できない 許容できない

資料６－２
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1.犬猫等が病気や怪我の終末期で強い苦痛があると判断された場合
2.動物園動物が病気や怪我の終末期で強い苦痛があると判断された場合

3.犬猫等が人間に攻撃的であるなど日常的な管理や世話が難しい場合
4.犬猫等が、人身事故を発生させた場合

5.動物園の動物が、人身事故を発生させた場合
6.野生動物が、人身事故を発生させた場合

7.野生動物が、人身事故を発生させる可能性がある場合
8.犬猫等が人獣共通感染症を媒介するなど人間を守る必要がある場合

9.動物園の動物が人獣共通感染症を媒介するなど人間を守る必要がある場合
10.野生動物が人獣共通感染症を媒介するなど人間を守る必要がある場合
11.犬猫同士の伝染病が発生し感染や被害の拡大をとめる必要がある場合

12.動物園で動物の伝染病が発生し感染や被害の拡大をとめる必要がある場合
13.野生動物同士の伝染病が発生し感染や被害の拡大をとめる必要がある場合

14.家畜同士の伝染病が発生し感染や被害の拡大をとめる必要がある場合
15.犬猫等の数が施設内で増えすぎていて管理や世話が困難な場合

16.動物園の動物の数が施設内で増えすぎて管理や世話が困難な場合
17.野生動物が、農作物や家屋への被害を発生させた場合

18.外来種の動物が、日本固有の希少種や生態系を脅かす場合
19.動物実験に利用する場合

20.人間が動物の肉を食べる場合
21.他の動物の餌、飼料として利用する場合

22.病気の動物の治療や世話に、十分な労力をかけられない場合
23.病気の動物の治療に、想定外の高額な費用が掛かる場合

Q5.以下のような場合に，動物の命を絶つことを許容できますか？（専門家全分野合計3453人）

許容できる ある程度許容できる どちらとも言えない あまり許容できない 許容できない
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①家畜・家禽の係留時の取り扱いについて動物福祉に配慮した基準やガイドラインが必要だ

②家畜・家禽の輸送時の取り扱いについて動物福祉に配慮した基準やガイドラインが必要だ

③家畜・家禽のストレスが少ないとさつ方法について研究や研修が必要だ

④家畜・家禽の係留時に給餌給水がないことは問題だ

⑤家畜・家禽が暑熱や寒冷で死亡するような輸送方法は、動物虐待にあたる

⑥動物福祉に配慮することは大切だが、経済的側面を考えれば現状の取り扱いでよい

公衆衛生獣医師（N=907）と畜場等での家畜・家禽の取り扱いに関して、どう思いますか？
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⑦家畜保健衛生所の仕事について、都道府県知事や事務職幹部が無理解であると感じる

⑧飼養衛生管理基準の徹底は重要だが、家畜飼養者への説得や対応に負担を感じている

⑨家畜衛生の仕事を辞めたいと思うことがしばしばある

⑩家畜伝染病発生時の防疫措置においては、作業者の安全性が重要だ

⑪家畜伝染病発生時の防疫措置においては、作業者の精神的ストレスへの配慮が重要だ

⑫家畜伝染病発生時の防疫措置においては、家畜の苦痛の軽減が重要だ

⑬感染拡大を阻止するために、一刻も早く殺処分することにためらいはない

⑭家畜伝染病発生時の殺処分の現場でも、動物福祉や適正な致死処置を考えることは必要だ

⑮家畜伝染病発生時の殺処分について、社会的理解を得られるような説明をしていくべきだ

家畜衛生関係者（N=378）家畜衛生の職務、家畜伝染病発生時の業務について、どう思いますか？

そう思う ある程度そう思う どちらとも言えない あまり思わない 思わない
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(Q20-3)
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(Q19-16)
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1.食肉生産のためのとさつや食肉・食鳥検査の重要性について、社会から理解されるべきだ

2.家畜・家禽の係留時の取り扱いについて、動物福祉に配慮した基準やガイドラインが必要だ

3.家畜・家禽の輸送時の取り扱いについて、動物福祉に配慮した基準やガイドラインが必要だ

4.家畜・家禽のとさつ時の取り扱いにおいては、動物福祉よりも食肉品質のほうが重要だ

5.家畜・家禽の係留時の取り扱いにおいては、動物福祉より効率性・生産性の方が重要だ

6.と畜場・食鳥処理場での動物福祉の議論は、作業者の労働負担を考えると難しい

7.家畜、家禽をとさつする際は、必ず意識を失わせた後に放血すべきだ

8.家畜、家禽のストレスが少ないとさつ方法について研究や研修が必要だ

9.家畜・家禽の係留時に給餌給水がないことは問題だ

10.家畜、家禽の輸送に12時間以上かかる場合、途中で休息や給餌給水すべきだ

11.家畜・家禽の輸送に24時間以上掛かる場所への出荷は、動物への負担から回避すべきだ

12.家畜、家禽が暑熱や寒冷で死亡するような輸送方法は、動物虐待にあたる

13.動物福祉に配慮することは大切だが、経済的側面を考えれば現状の取り扱いでよい

14.動物福祉に配慮するために、と畜場・食鳥処理場の施設や人的配置の改善が必要だ

15.と畜場・食鳥処理場での動物福祉について、社会的に議論する場がほしい

Q12（公衆衛生獣医師のみ） と畜場・食鳥処理場での業務や、家畜・家禽の取り扱いに関して、次のような考え
方をどう思いますか？

そう思う ある程度そう思う どちらとも言えない あまり思わない 思わない
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1.家畜の飼育では、生産性向上を最優先した判断をすべきである

2.家畜の飼育では、コストが上がっても、動物の行動の自由を考慮すべきである

3.家畜の飼育では、生産性や動物福祉以前に、衛生管理が優先されるべきである

4.と畜場・食鳥処理場での動物福祉の議論は、作業者の労働負担を考えると難しい

5.と畜場・食鳥処理場などの施設で、係留時に給餌・給水がないことは問題だ

6.家畜の輸送に24時間以上の時間が掛かる場所への出荷は、動物への負担から回避すべきだ

7.家畜、家禽の輸送に12時間以上かかる場合、途中で休息や給餌給水すべきだ

8.家畜、家禽が暑熱や寒冷で死亡するような輸送方法は、動物虐待にあたる

9.家畜保健衛生所の重要性について、国や獣医師会はもっと積極的に情報発信すべきだ

10.家畜保健衛生所の仕事について、都道府県知事や事務職幹部が無理解であると感じる

11.家畜衛生の仕事について、同業者以外の友人や家族には話しにくい

12.家畜衛生の仕事について、同業者以外の人と議論したい

13.畜種や経営状態によって、家畜へのケアの手厚さに格差が出るのは仕方ない

14.災害発生時に、逸走防止のために家畜を一斉殺処分することは妥当な判断である

15.飼養衛生管理基準の徹底は重要だが、家畜飼養者への説得や対応に負担を感じている

16.家畜衛生の仕事を辞めたいと思うことがしばしばある

Q19（家畜衛生関係者のみ）家畜衛生の職務に関連して、以下のような考え方をどう思いますか？

そう思う ある程度そう思う どちらとも言えない あまり思わない 思わない
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1.家畜伝染病発生時に、健康な家畜まで殺処分するのはつらい

2.家畜伝染病発生時に、自分が殺処分作業を行うのがつらい

3.感染拡大を阻止するために、一刻も早く殺処分することにためらいはない

4.家畜伝染病発生時の殺処分の現場でも、動物福祉や適正な致死処置を考えることは必要だ

5.家畜伝染病発生時の殺処分について、社会的な理解を得られるような説明をしていくべきだ

6.家畜伝染病発生時の殺処分方法について、メディアや動物愛護団体から批判されないか不安だ

7.家畜伝染病発生時の殺処分方法について、国内外で認められるガイドラインを作成すべきだ

8.防疫措置・殺処分実施後の、作業者のメンタルケアが不足している

9.知事や事務職幹部は、家畜伝染病発生時の家畜衛生従事者の苦悩を理解していない

10.家畜伝染病発生時の防疫措置においては、作業者の安全性が重要だ

11.家畜伝染病発生時の防疫措置においては、作業の迅速さが重要だ

12.家畜伝染病発生時の防疫措置においては、作業者の精神的ストレスへの配慮が重要だ

13.家畜伝染病発生時の防疫措置においては、家畜の苦痛の軽減が重要だ

14.家畜伝染病発生時の防疫措置においては、経費節減が重要だ

15.家畜伝染病発生時の防疫措置においては、作業者の体調管理や疲労回復を重視したタイム…

Q20（家畜衛生関係者のみ）家畜伝染病発生時の様々な緊急対応について、どう思いますか？

そう思う ある程度そう思う どちらとも言えない あまり思わない 思わない

ラインを考えるべきだ
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と畜場・食鳥処理場での動物福祉は作業者の労働負担

を考えると難しい（公衆衛生12-6＋家畜衛生19-4）

家畜・家禽の係留時に給餌給水がないことは問題だ

（公衆衛生12-9＋家畜衛生19-5）

輸送に12時間以上かかる場合、途中で休息や給餌給水

すべきだ（公衆衛生12-10＋家畜衛生19-7）

輸送に24時間以上掛かる場所への出荷は動物への負担

から回避すべきだ（公衆衛生12-11＋家畜衛生19-6）

暑熱や寒冷で死亡するような輸送方法は動物虐待にあたる

（公衆衛生12-12＋家畜衛生19-8）

図Q12×Q19 と畜場・食鳥処理場での業務や家畜・家禽の輸送、取り扱いについて、どう思いますか
（上段は公衆衛生獣医師、下段は家畜衛生職員の回答）

そう思う ある程度そう思う どちらとも言えない あまり思わない 思わない


